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18世紀後半におけるポーランドの
地方議会改革の意、義

一一指示書の権限と参政権資格の見直しをめぐって一一

白木太一

はじめに

ポーランド史において、 16世紀前半から 18世紀末までの時代は貴族共和制と呼ばれるo

この時期には典型的な身分制国家の体系が維持されていた。だが 18世紀後半、とりわけス

タニスワブ・アウグストの治世(1764年------1795年)になると、プロイセンやロシアなどの

近隣諸国の台頭に伴って、身分制国家から国民国家への脱皮が不可欠となった(1)。しかしそ

の際に、完全に均質的な支配構造をもった国民国家へと一気に移行することは不可能で

あった。なぜなら当時の社会にあっては、社団一一様々な身分的諸特権や地縁、官職利権

によって結び付いた諸集団一ーこそが当時の社会の基本的構成要素であり、必然的に国家

形成は社団再編という間接的な形態をとらざるをえなかったからである(ヘ

このような社団再編の過棋はヨーロッパ各国で異なっていたが、身分制議会をいかにし

て国家体制に組み込むかという点は各国共通の課題であった。ところでヨーロッパの身分

制議会は、一般に三部会=行政国家型と二院制=立法国家型に類型化することができる O

この分類では、後者の類型(イギリス・ポーランド・ボヘミア・ハンガリーの身分制議会)

において諸身分や地方の諸団体が国政の主導権をより強く掌握したといわれている (3)。

しかしこの後者の類型に属する国家における地方統治の主体は必ずしも一様ではなかっ

た。たとえばイギリスでは、地方行政に極めて大きな影響力を及ぼしたのは地方名望家出

身の治安判事であった。反面で国会の開催頻度の低下とも相侠って、地方集会が国政に及

ぼす影響力は減少していった(4)口ではポーランドの場合はどうか。

ポーランドの地方議会sejmikは、州 prowincjaや県 wojewoctwoごとに結成された貴

族(シュラブタ)の連盟や、国王直属の代官starostaが主催する地方官の会議wiecを起源

として 14'--""15世紀に発展した(5)。その後 1454年のヴィエルコポルスカ州の諸県に対する

ニェシャヴァの特許状では、新規課税、軍事総動員令は各々の地方議会の承認が不可欠で

あることが規定された(針。以後 1493年に国会sejmが制度的に確立されたのちも、国会への

代議員 poscl選出機関および各地方のシュラフタの自治機関としての地方議会の役割は保

持された。さらに 16世紀後半までには、大法院判事選出、地方官吏の候補者選出、国会で

の代議員の発言に対する審査権など多岐にわたる権限を有することになった(九

以上の点からみて、ポーランド史上で地方議会が果した役割は他国以上に重要で、はない

かと考えられる。そこで本稿ではこの地方議会の問題を、とりわけ 18世紀末の四年国会

(1788年'--""1792年)の国政改革論争を中心に考察してみたい。

-71-



白木太一

研究史的には、地方議会の功罪をめぐる本格的な論争は 19世紀末に端を発するD パヴィ

ンスキとパルゼルの論争で、ある (8)。

パヴィンスキは、ヴィエルコポルスカ州のクヤーヴィ県の地方議会決議集を渉猟した上

で、地方議会の根本的欠陥を以下の三点に要約した。第一点は地方独自の主張を抑制しえ

ず、全国的・水平的な社団の形成が妨げられたことである。第二は、各地方議会が代議員

に対して義務付けた決議拘束が、国政の統一性を妨げたという点であった。第三には参加

者が原則としてシュラブタ身分に限られていた点、すなわち身分的閉鎖性の強さであった。

加えて以上のような状況は貴族共和制期のほぼ全般(1573年"-'1791年)に共通する現象で

ある点も強調されている(九このように彼は、地方議会の機構自体をネガティヴなもの、近

代国民国家形成に逆行するものと断じた。

一方ノてノレゼ、ルは、比較法制史の立場から地方議会をポジティヴに見直そうとした。まず

中央権力による集権的支配の欠如に関しては、身分制国家に共通する現象であり、ポーラ

ンド国制固有の欠陥ではないと考えた。さらに代議員に対する決議拘束についても、法的

効力はなかったとして重視していない。また身分的閉鎖性の問題についても、西欧といえ

ども都市民の演じた役割は決して大きいとはいえず、これはポーランド特有の現象とは言

い難いと断じている。結局ポーランドの地方議会が機能麻庫に陥ったのは、 17世紀後半か

ら18世紀前半のいわゆる「全般的危機の時代」に限られており、地方議会中心の地方統治

システムの根本的欠陥ではなかった。それどころか、地方議会こそがシュラフタ全員参加

の原則に基づく直接民主制の中核であり、その理念は現代の住民自治の観念にも連なるも

のだと指摘するのである(10)。

以上がパヴィンスキニバルゼ、ル論争の主旨で、あるが、この論点はその後の地方議会研究

を様々な点で規定してきた。それゆえ本稿でもまず第一に上記の論争点の再検討を試みた

い。その前提として、 16世紀後半から 17世紀前半、ならびに 17世紀後半から 18世紀前半

の時期において、地方議会が貴族共和制の体制の中でどのような役割を果したかを総括し

ておく必要があろう O

第 1章 18世紀前半までの地方議会統治の特徴について

(1) 16世紀後半から 17世紀前半における地方議会の機能

16世紀は貴族共和制の全盛期であった。とりわけ中流有産シュラフタは、穀物生産の増

大に起因する経済力の向上を基盤にして政治的発言力を強めた。彼らは王領地の回収運動

を通じて、大貴族magnatと対抗しつつ王権との協調を図ろうとした(11)。

このような王権と中流シュラフタとの協調関係は、同時に中央と地方との政治的利害の

一体化を進める原動力ともなった。それが最も端的に示されたのが代議員選出地方議会に

対する国王開催権の法制化(1572年)である O 以後代議員選出地方議会の開催に際しては

国王の布告状uniwersalが必要となった。通常布告状には、地方議会の開催日と会期ならび

に次期国会での中心議題が明示されており、地方議会は布告状の指針に基づいた議事進行

を原則としていた(1九
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このような中央と地方との一体化の姿勢は指示書instrukcjaの内容にもあらわれてい

る。指示書とは、国会開催前に各地方議会が作成し代議員に携行を義務付ける箇条書の文

書であるが、 1572年以降成文化が義務付けられた。概して 17世紀前半までの指示書の内容

は、布告状への回答が中心であり、地方独自の要求や請願は末尾に付記されていた(1九例

えば1622年-----1630年のクラクブ県における指示書の内容を見ても、全国的な問題と県独

自の要求との条項数の多寡では、どの年も前者が過半数を占めていた(14)。

また代議員の選出についても、中流有産シュラフタのイニシアティヴが顕著であった。

例えば1548年-----1573年のポーランド王国選出の代議員の階層別の出自を見ても、 1

-----5ヵ村所有シュラフタが全体の 52パーセントを占めていた(1九これは、中流シュラフタ

がマグナート以上に地方議会で大きな発言権を得ていることを物語っているO

加えてこのような全国規模での中流シュラフタの利害の尊重は、議事進行の安定にも寄

与した。本来各地方の領域的社団の集積体であった貴族共和制期のポーランド議会では、

国会、地方議会を問わず、構成員の全会一致こそが理想、の議決形態であった。この理念は

構成員全体の同意が得られやすかった 16世紀の状況では、議事の円滑な進行を妨げるもの

ではなかったは的。さらに国会において自らの階層的利害の多くが反映され得る状況であっ

たために、地方議会の任務は領域間有の要求ではなく、代議員の選出に重点、が置かれてい

たこともこの時期の特徴であろう。

しかしながらこのような国会と地方議会との聞の円滑な議事運営は、十分な制度的保障

に支えられたものとはいえなかった。その問題は例えば、各地方議会の領域単位と、県、

地区ziemia(l7)、郡powiatといった行政区分の非整合性にもあらわれていた。この地方議

会の領域単位は、各地域の歴史的伝統をほぽそのまま継承したものであり、国民国家形成

に不可欠な全国的、斉一的な行政区分とは異質のものであった(J8)。また各々の地方議会の

領域単位が、数百平方マイルから数平方マイルに至る大きな偏差をもち続けたことも、各

地方における利害対立が顕在化した際には、それぞれが容易に分立しうる構造上の危険を

苧むものであった(1ヘ

また同時に、実定法としての基本法の中では、中央権力と地方議会の役割分担が明記さ

れておらず、国会での代議員の活動に対する指示書による拘束については暖昧な解釈が可

能であった点、が指摘できる(問。それゆえ拘束の権限を拡大解釈し、代議員から代議制的機

能を剥奪する動きが強まった場合にも、それに対抗する有効な歯止めが欠けていたのであ

る。そのような問題点は比較的早期に現実のものとなった。

(2) 17世紀後半以降における地方融会の変化

16世紀末以降ポーランド経済は長期にわたる停滞期を迎える。さらに 17世紀中葉にな

ると、スウェーデン、ロシア、オスマン・トルコの侵入、農地の荒廃、疫病の蔓延など社

会の「全般的危機」が顕在化した。その結果穀物生産に依存していた中流シュラフタの経

済力が大幅に低下した。同時に、マグナート勢力は中流シュラフタの土地を買い占めて社

会の主導権を掌握するに至るO かくしていわゆるマグナート寡頭制の時代が到来した(21)。

この結果地方社会は徐々にマグナートの一円的支配領域に組み込まれていった。だがそ

の支配は、同時期の神型ローマ帝国の諸領邦に見られたような、領邦君主を頂点とする縦
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割りの行政国家的性格を有するものではない。例えば本来は地方官僚の最高位を占めてい

た県知事wojewodaや城代kasztelanは元老院職としては高い地位を誇ったが、各県にお

いては傘下の直轄委任官僚をもたず、地方行政の中核とはなりえなかった(問。それゆえマ

グナートは地方統治の求心力として、とりわけ地方議会に目を向けていった。

ところでマグナートによる地方議会支配は、その性格上二期に大別できる。第一期はマ

グナートが地方での領域支配を確立するまでの時期(1573 年~1650 年頃)である。一部の

地方では既にこの時期から、地方議会へのマグナート自身の進出が目立ち始めた。たとえ

ば1572年から 1655年にかけてのヴィエルコポルスカ州の代議員の出身を見た場合、マグ

ナートの比率は47ノf一セントにも達しており、それ以前の時期よりも明らかに増加してい

る。その結果代議員職は以前にも増して地方名望家とその一族の利権職と化していっ

た(23)。

その後17世紀後半になるとマグナートの領域支配権は安定度を増し、同時に支配圏も一

地方議会を越えた広範なものへと拡大していった。そのためマグナートたちは自らは地方

議会に出席せず、地縁共同体を利用した中小シュラフタに対する買収や供応を重んじた。

その結果各々の地方議会では、マグナートの代理人たる富裕シュラブタが地方議会での

リーダー格となり、その下には地域シュラフタ全体の意見の取りまとめ役duktoresが位

置し、さらに彼らの傘下に自律性を失った中小シュラフタや多数の無産シュラフタ gol:ota

が控えるといった縦構造の人的結合関係が発展した(判。

無論中流シュラフタたちもこのようなマグナート支配に手を扶いていたわけではなかっ

た。それは地方議会の議決方法の変化や参加者の制限志向にもあらわれている。元来ポー

ランドでは、男子成年シュラブタであれば誰でも地方議会への参加が可能であった(問。だ

が17世紀初頭以降、一部の地方議会の決議laudaには、無産シュラフタの参加を否定する

決定が見られるようになった刷。しかもこれらの決定の多くは代議員選出地方議会におけ

る多数決制導入が合わせて要求されていた。これは、中流シュラフタ主導の全国的理念に

基づく地方議会の運営が事実上困難となり、多数決制に頼らざるを得なくなった状況を反

映したものと考えられる。

だが17世紀末頃からはマグナートたちはこれらの決議を無視する形で、地方議会に自ら

の健備としてのゴウォータをどれだけ大量に動員するかに腐心するようになっていった。

それに拍車を掛けたのがゴウォータの政治的受動性の増大である。例えばザクセン朝期

(1 697 年~1763 年)における地方議会の平均参加者数は、有権者シュラフタのたかだか 4

~6 パーセントに過ぎなかった(27)。ところが、マグナートの利権に見合う決議が必要とさ

れた場合には参加者は俄然増加した(28)。つまりゴウォータたちは自律的な決定能力を喪失

し、専らマグナートの多数派形成の道具として受動的に参加したに過ぎなくなってい

た(29)。

こうしてマグナートたちの影響下で、地方議会はその性格を大きく変えた。その特徴は

以下の二点に要約できる。

ひとつは指示書の命令的性格が強められたことである。その兆候は指示書の構成や内容

に顕著にあらわれている。指示書の構成においては、 17世紀後半ごろから国王布告状に対

する回答と地方独自の要求の順列が入り乱れて記述されるようになり、後者の比重が大き
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なものが増加した。例えば 1688年のクラクフの地方議会の指示脅は全97条で構成されて

いるが、地方独自の要求や作成者の私的な要求が50条ほどを占めている(30)。また 17世紀

後半から 18世紀前半には 45条以下の指示書は見当たらなくなった。さらに指示書の起草

過程でも地方議会議長と一部のマグナートのみの密室協議が一般化した(31)。

このような変化は必然的に国会での代議員の自由な発言を拘束した。例えばリトワニア

では 1590年に指示書の内容と矛盾する発言をした代議員に対して罰金刑を導入すること

が要求された(32)。さらに 1591年以降は、議事報告地方議会が定期的に開催され、指示書ど

おりの行動をしたかを実際に監視する役割を担っていく (33)。だが実際、代議員が最も恐れ

たのは指示書に対する造反そのものではなく、マグナートを中心とする社団的支配圏の利

害に反した発言を行ったという嫌疑をかけられて、マグナートやその傘下のシュラフタの

支持を失うことにあった(3ヘ
加えてマグナートたちは地方議会の延会手続き limitacjaを濫用することで、中央権力

のイニシアティヴに対する抵抗を試みた。本来この手続きは国会決議が不成立の際に、地

方議会の決議を維持するためのものであった。しかし 17世紀後半からは、もっぱらマグ

ナートが布告状とは異なる時期に地方議会を開催するための恰好の手段となった。とりわ

けアウグスト 2世の治世(1709年-----1733年)には、非合法に延会された地方議会の数は布

告状に基づいて開催されたもののおよそ五倍に達していた(問。

第二にマグナートは、自らの領域支配を貫徹するために地方議会を利用していった(刷。

既に地方議会に託された領域自治機能は 16世紀後半から徐々に増大し始めていた。まず

1578年以降大法院判事選出地方議会が定期的(毎年)に開催され、最高司法機関たる大法

院判事および大法院諸官職の実質的選出権を掌握した(3九次いで 1589年からは中央の財

政長官に直属しない徴税官szafarzの任命権を獲得し、 1635年以降は地方税の税率を自由

に設定していった。このようなシステムは国家の恒常的な財政難に拍車をかけることに

なった。さらに軍事面では、 1589年以降各地方毎の徴税に基づく募兵が基本となり、その

地方の軍の指揮権は地方議会直属の軍事委員会が掌握することになった{問。このような領

域自治機能の拡大は、地方議会数全体に占める代議員選出地方議会の割合の低下にもみら

れた(39)。

しかしこのように領域支配圏確立のために地方議会を効果的に利用したマグナートに

とっても、長期間家門の繁栄を維持することは容易ではなかった。その原因のひとつは、

領地の不分割制ordynacjaの承認を国会で獲得した家門を除いては、分割相続の慣習のも

とで領地の細分化を防ぎ切れなかったという点にあった(州。さらに悶王の保護を得た新興

家門の台頭によって名門マグナートが没落する例も後を断たなかった(41)。

18世紀前半にはこの状況はさらに蛾烈になり、県内で相対立する有力マグナートの派閥

が異なる場所で地方議会を開催し、各々の合法性を主張するケース(二重地方議会)も頻

繁になった(42)。また各々のマグナート派閥が傘下の集団を動員して武力抗争を引き起こ

し、流血の惨事に至るケースもみられたのである(43)口 1748年に制定された『地方議会の安

全と保障について』と題されるパンフレットでは、「何らかの暴力が地方議会に加えられた

場合、 1000グジプナの罰金と半年の禁固刑に処する」という記述がみられるが、この記述

は上記の行為が常態化していたことを示すものであろう例。また地方議会自体が自由拒否
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権の行使によって不成立となるケースも急増した。 18世紀初頭以降の国会では、常に 13か

ら39の地方議会で議事が成立しなかったため、代議員が欠員となる状態が続いた凶)。

かくして 18世紀中葉には、地方議会の機能停止は決定的となった。このような地方議会

を麻癖状態から脱却させることが 18世紀後半の国制改革の過程でまず第一に掲げられた

のは至極当然であった。その方策は以下の三点、に要約できる。すなわち(1)地方議会での効

率的な議決方法の確立、 (2)中央政府と地方議会との連関の緊密化、 (3)地方議会参加者の根

本的見直しである。そしてこれらの課題はいずれも、明確な法的規定の確立という点でも

変革を迫られていた。次章ではその過程を具体的に検討したい(46)。

第 2章 四年国会 (1788年---1792年)における地方議会改革の変遷

(1 ) 四年国会開催までの地方議会改革の動向

18世紀における地方議会改革は、ザクセン朝 (1697年'"'-'1763年)期における改革案の立

案、スタニスワブ・アウグスト治世初期(1764年'""'-'1768年頃)における限定的改革、四年

国会期における地方議会法制定という三つの段階に大別できる(47)。

このうち第一段階において、包括的かつ具体的な地方議会改革のプランを提示したのは

スタニスワブ・ドゥーニン・カルヴィツキである(48)。彼の改革案の中核としては、拒否権

による議事全体の無効化liberumrumpoの禁止、無産シュラブタ排除を目的とする地方議

会参加者名簿の作成などがあげられる。加えて代議員選出における多数決制の全国一律の

導入が明確に規定された(49)。また代議員選出は無記名投票で行い、その当選者名を伏せた

まま指示書作成を行うことも提唱された。この手法は代議員選出後の少数派派閥による妨

害活動を抑制する意味で注目に値するものであった。このように彼の主張には、議事の円

滑な遂行、選挙権の見直しという、以後の地方議会改革の柱となる要求が萌芽的な形では

あるが示されていた。だが彼のプランは一部の進歩的シュラフタの共感を得たにとどまっ

た(50)。

その後1760年代になると、立憲君主制型国制の中に地方議会改革を組み込む動きがより

本格化した。代表的プランはスタニスワフ・コナルスキの『有効な議決法について』であ

る。この著作では、カルヴィツキ案よりも一歩踏み込んで自由拒否権の完全な廃止が求め

られている。さらに国会の多数意見に反して代議員が指示書に固執することを諌めた点も

特徴としてあげられる。加えて地方議会の議事進行の斉一化を図るために、議事は毎年8

月18日から全国一律で開始されることが唱えられた(51)。

次いで1764年に王位に選出されたスタニスワブ・アウグストは、このコナルスキのプラ

ンを土台として地方議会改革に着手する。その成果は 1768年の「地方議会の秩序維持につ

いて」という法規に集約されている(問。すなわち、あらゆる地方議会での多数決制の導入、

地方議会からの課税承認権の剥奪、無産シュラフタの被選挙権の否定がそれである(問。こ

のように、地方議会を全国一律の国政に組み込む動きは既にこの時期に一定の法的成果を

あげていたのである (54)。

だがこの後20年問、地方議会改革は実質的に頓挫した。その主因は何だったのか。
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第一は地方議会改革を遂行させるための全国一律の法的拘束力の欠如である。確かにそ

れまでも各地方毎に代議員選出における多数決制の決議は少なからずなされていた。しか

しそれらは共和国の基本法体系の中で効力をもっ法規ではなかった。そもそも 1768年に至

るまで、共和国で唯一基本法としての性格を与えられていたのは 1573年のへンルィク条項

のみであり、その内容は地方議会の国政上の地位を法的に規定してはいなかった(問。その

後前述のように 1768年に共和国で初めての基本法が制定されるが、内容的には自由拒否権

擁護、国王自由選挙とシュラブタ特権の維持などを基本としており、改革を推進する規範

にはなりえなかった(56)。それゆえ国制改革を推進する上で何より必要であったのは、従来

のシュラフタ特権にとらわれない近代的概念の憲法を中核とする法的ヒエラルヒーの中に

地方議会の制度を明確に組み込むことであった。だがそれに見合ったシュラフタ世論の成

熟は未だ見られなかった(問。

加えてマグナート中心の地方支配が改革の進展を阻んでいた。前章で述べたように、肥

大化した地方主義を支えていたのは、各地域のマグナート、中流シュラフ夕、無産シュラ

ブタというシュラフタ身分内の縦社会構造の社団であった。それゆえ地方議会が自律的機

能を回復するためには、まず第一に社団を再編成して、公益に基づく全国的規模での横の

連帯を主体とする必要があった。改革勢力の見解はその点では一致していた。しかしなが

ら、マグナートに代わって地方支配の担い手となる社団の中核をどこに設定するかという

点になると、見解は決して一様ではなかった。

例えばスタニスワフ・アウグストは、原則として国王のみが行使し得る官職任命権や、

聖スタニスワブ勲章などを盾にとって国王派勢力の拡大を図ることに精力を傾注した。彼

は積極的に自派の官吏を増大させて、地方議会内での勢力拡大を図っている(日)。これは国

王派による「上からの地方社団再編成」と呼ぶことができる。

他方でこの時期には、国王とは別の理念に基づいて地方議会改革を推進しようとする政

治勢力も存在した。このグループの特徴は、地方主義ではなく公益に基づいた主張であれ

ば、自律的選挙権者の唯一の発言機関たる地方議会の見解が中央権力を撃肘するのは当然

であるとしユう理念にあった。それはいわば「分権性重視の地方社団再編J、すなわち中央権

力の緩やかな制約を受けつつも地域代表制を基軸とした社団再編をめざしたものであっ

た(問。 1780年代末期にこの見解を具体的な政治改革案の中で位置付けたのがブーゴ・コ

ウォンタイである O 彼は主著『匿名者の書簡』の中で、原則としては地方議会こそが法的

自治の根源であると説いている。それゆえ「代議員たちが指示書に反した票を投じた場合

は、県はその代議員を召喚し、他の者を選出することができる」と述べて、指示書を媒介

として地方議会が国会の議事に介入することを正当化するのである(刷。

だがこのような地方支配の主導権をめぐる改革勢力内での見解の不一致をいかに克服す

るかは、改革の帰趨を決する重要なポイントであった。それではこの問題は四年間会の議

事進行の中でどう処理されていったのだろうか。

(2) 四年国会期における地方融合政革の展開

1788年秋に開催された通常国会は、ロシアがトルコやスウェーデンとの戦争に忙殺され

るというポーランドに有利な国際情勢を背景として、会期をとくに限定しない「連盟」形
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式の国会へと移行した(61)。これがいわゆる四年国会である。ただし当初の代議員の多くは、

反国王的な「愛国派」に属していた。中でもジェヴスキ、プラニツキ、シチェンスヌィ・

ポトツキらを中心とするいわゆる「軍司令官hetman派」勢力は、地方マグナートの領域支

配圏がもたらす権益擁護を強く主張し、地方議会改革を阻んでいた(問。

しかしポーランドニプロイセン同盟締結が現実味を帯び、国会内でコウォンタイやイグ

ナツイ・ポトツキをリーダーとする「愛国派」の中の親プロイセン派勢力が台頭した 1789

年秋以降になると、地方議会改革への論議も本格化しはじめた。まず同年9月7日に、代

議院議長および4名の元老院議員、 6名の代議員からなる「政体案作成委員会」が設置さ

れ、ポトツキが中心となって 1789年 12月に『政体改善のための原則』が作成された(刷。

このプランでは基本法に関する問題を除けば単純多数決による議決が規定されていた。し

かし全体的には保守的シュラフタの意向を汲んだものであった例。

その後「政体案作成委員会」は詳細なプラン作りに着手したが、作業は遅々として進ま

なかった。漸く国会側が指定した期限に間に合わせる形で 1790年5月に作成された『政体

案』も、地方議会に関する章のみを記述した未完成なものであった。内容的にも、最重要

問題に関しては指示書を尊重し、基本法に関する問題では指示書すべての一致が必要であ

ると主張され、『政体改善のための原員リ』の立場が概ね踏襲されている(問。その後 1790年

7月に 11章、 681条からなる『政体案』全文が完成し、早速国会に再上程されたが、基本

法と地方議会法のいずれから審議を始めるかという手続き論に終始し、議事の空転が続い

た。そして漸く基本法から審議されることが決定したが、 11条からなる第一章の「不可侵

の基本法」が承認された後に、ついに議事は暗礁に乗り上げてしまう (66)。

ところで、この時点で地方議会法の審議が延期された原因として見逃せないのは、代議

員の多くが依然として抱いていた基本法二シュラブタ特権擁護の法という観念であった。

それは「不可侵の基本法」の内容からも伺える。内容の中核を占めるものは、カトリック

の優位(1条)、共和国領土の不可侵(5条)と並んで、共和国民の自由の保証(9条)、

シュラフタに対する人身保護律の保証(10条)であった。また騒乱などを引き起こした場

合を除いては国会・地方議会を問わず自由拒否権を全面的に認めている (11条)(67)。その限

りにおいて当時の保守的な基本法観から脱却しえてはいなかった。これは、代議員の多く

が依然として地方社団の世論を第一に考えて行動せざるを得なかったことを示すものであ

ろう O

しかし、このように保守派優位の中で進められてきた r政体案』の作成事業は 1790年末

以降転機を迎えるO この原因としては、 1790年6月のオーストリア皇帝とプロイセン国王

の会談により両国の対立関係が解消されたことがあげられる(68)。その結果親プロイセンの

立場を取るポトツキやコウォンタイらが国王派に接近を図ったのである(刷。そして両派の

提携のもとで 1790年 11月に地方代議員選挙が挙行された。この選挙は 1790年9月で会期

切れとなった国会の審議継続を求める改革派の苦肉の策であった。この結果国会の代議員

は1788年の選出者と 1790年の選出者がほぼ同数で併存することになった(川口各地の選挙

戦においては国王派と「軍司令官派」の激しい対立が見られた。特に南東諸県においては

「軍司令官派」の勢力が強かったが、全国的には国王派による選挙工作が功を奏して改革派

の代議員が多数当選した(71)。

78~ 



18世紀後半におけるポーランドの地方議会改革の意義

その後も議事は幾度か紛糾を余儀なくされたが、全般的には 1791年に入ると軌道に乗

り、 1月7日の採決の結果地方議会法の本格的審議が開始された(72)。しかし冒頭からシュ

ラフタ身分の参政権の抜本的見直しをめぐって激しい応酬がかわされることになるD

(3) 地方融会法の制定過程とその内容

地方議会法の審議は 1791年 1月7日から 4月28日までの聞に集中的になされているo

その際の最大の論点は選挙権(地方議会参加権)と被選挙権の規定であった。

ところでポーランドでは、北方戦争以後の経済的な復興への兆しが、富裕都市民の台頭

と相侠って、シュラフタ内の階層分化を決定的なものとしていった(73)。このような変化は、

シュラフタの参政権に関する見直しを迫っていった。つまり地方ごとの縦社会の社団構造

に立脚した政治参加ではなく、個人資産、とりわけ土地資産に基づいた選挙権という方向

への志向でトある。

この状況を踏まえ、スタニスワフ・アウグストは四年国会開始時から国勢調査を実施し、

その後に地主シュラフタ帳簿を作成して、地方議会参加者を帳簿記載者のみに限定するこ

とを望んでいた(74)。このような動きは多くの改革派代議員たちの支持を得た。

さてこの時期の地方議会における選挙権基準の指針としては、前述のr政体改善の原則』

および『政体案』が、相続地所有シュラフタ dzedzicに選挙権を付与するという原則を提示

していた(75)。この原則は、共和国の将来の政府は地主 ziemianinが担うべきであるという

改革派の大勢に沿ったものであったが、 1788年から 1790年の時点ではこの見解に賛同す

る代議員はまだ少数であった。それは『政体改善のための原則』の論議の際に「へトマン

派」の強い指示を受けた代議員が強力に反対したことにも窺われる(問。

しかし 1790年末の選挙後に勢力を増した改革派代議員は、積極的なゴウォータ排斥論を

展開する。例えばプラツワフ県選出のヴァウヴジェツキは「参政権者たるか否かは、シュ

ラフタの家系の生まれではなく、資産所有の有無によって決まる」と発言した。またマゾ

フシェ県ヌノレ地区選出のザンプジツキは、「自由と平等はシュラフタ身分共通の権利だが、

祖国の運命を決する権利は有産シュラフタのみに与えられている」と述べている(7九この

ように改革派の代議員たちはほぼ一様に、政治的自由は有産シュラフタのみに限定される

ことを主張した。その結果一月末に全会一致で地方議会法第4条第 l項、すなわち「国に

一定の税を支払うすべての相続地所有シュラフタ」への選挙権付与が承認された。この内

容は、総論としては、マグナートによる地方支配に対する反発が国会内で大勢を占めるよ

うになったことを示すものである。

このような反マグナート的な基調は、地方議会の領域単位と定員数の改正に関する条項

(第 1条)にも示されている。すなわちヴィエルコポルスカ、マウォポルスカ、リトワニア

の三つの州にそれぞれ34の選挙区を設けて、各選挙区から 2名の代議員を選出するという

規定である(間。これは従来の地方固有の歴史的伝統を清算し、地方議会を国家の規律のも

とで再統合することを意図したものであった。また、地方議会の会期や開催時聞を明記し

たこと(第2・3条)にも同様の意図が窺える(問。さらに議長や代議員選出の際の記名投

票の方法が微F細にわたり規定された点(第9'"'-'12条)も同様である。しかしその後も保守

派は第4条第 1項にできるだけ多くの例外規定を設けて傘下のシュラフタに選挙権を保障
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しようとしTこ。

その典型例のひとつは、相続地を所有しているが、上級権力に対する封建的従属関係を

断ち切れていないシュラフタの処遇である。彼らは上級権力から土地を授封される代償と

して貢納や軍役奉仕などの封建的義務を負うシュラブタであったが、リトワニアやポドレ

地方ではマグナートが封主になる場合が多かった(80)。それゆえこれらの地域出身の改革派

の代議員は、封建的従属シュラフタを地方議会から排除することを強く求めた。だがこの

点については各地の改革派の代議員の問ですら一致した同意は得られなかった。とりわけ

国王を封主とするシュラフタが多い地域では、改革派でありながらこの種のシュラフタの

排除に反対する場合も少なくなかったのであるO そのためこの問題では様々な地方社団の

利害が複雑に絡まって紛糾した。結局 91年2月10日には、封建的従属シュラフタを全面

的に排除するというこの案件のみに関する採決では過半数が得られず否決されてしま

λ(81) 
o 

またこの種のカテゴリーのシュラフタと並んで保守派代議員が参政権擁護を強く主張し

たのは、上級権力への金銭的貸与の担保物権(抵当権)として村や農場などの土地を保有

している担保物権所有者(抵当権者zastawnik)であった。地域的にはやはり南東部諸県

やリトワニアに偏在し、この地域のマグナートにとっては、傘下の農場管理者として、あ

るいは地域統治の有力なクライアントとして不可欠な存在であった(8九ところがこの件に

関して改革派が示した条文は、 10グロシュ税を年に 100ズウォティ以上国家に納める者、

つまり年間収入が 1000ズウォティを超えるザスタヴニクのみに選挙権を付与するという

ものであった(83)。それゆえ南東諸県出身の代議員たちの多くは、マグナートとザスタヴニ

クの結合関係の減殺を狙ったこの条文(第4条第 2項)に抵抗した。もっとも採決の結果

は、記名投票では否決されたものの、その直後の無記名投票ではかろうじて承認されてい

る例。この際に多くの反対票が投じられた背景には、 10グロシュ税という制度が四年国会

で初めて導入された、土地資産額に準じた課税であったという点も無視できない(85)。当時

のシュラフタの社会通念からみて、このようなシュラフタの土地に対する恒常的かつ本格

的な課税は、相続地所有シュラフタ一般の経済基盤を揺るがすものになるという危倶が拭

えなかったのである(86)。

このような状況は、その後の第6条、すなわち被選挙権資格の審議においても変わらな

かった。当初改革派は相続地所有シュラフタの被選挙権を一律に、 10グロシュ税を 100ズ

ウォティ以上支払う者のみに限定しようとした(87)。しかし反対派の強固な反対の前に、ザ

スタヴニクおよび終身土地保有シュラフタのみにつき被選挙権を一切剥奪するという譲歩

を得るのが精一杯で、それ以外の相続地所有シュラフタについては被選挙権の制限を設け

ることはできなかった。

また同時に特徴的であったのは、これまでの議事進行が、わずか数条の規定に 1ヵ月半

を要するという極めて非効率なものとなったことである側。このような閉塞的な議事進行

にとってひとつの転機となったのは、ロシア=トルコ戦争の終結を予兆する国際情勢の変

化であった(問。このような状況を利用してリーヴァ地区出身の改革勢力の代議員キチンス

キが発言した。彼は、 1768年の基本法によって定着した条項毎の個別採決は議事を著しく

遅延させており、これこそはロシアの思う壷である。それゆえ以後は地方議会法全体の作
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成を国会が任命する特別の部会に委ね、案の承認、・改定・否認のいずれかを一括して審議

すべきであると主張した(刷。この提案に対して保守派代議員は、特別部会の設置は立法府

の中に屋上屋を重ねるものであると強硬に反対したが、キチンスキらの強い説得によって

部会による地方議会法一括提出が承認された(91)。この採決は、その後の国会議事の円滑化

に大きく貢献した。その意味では四年国会の議事d慣行における「第一のクーデタ」と百っ

ても過言ではない。結局以上のような好余曲折を経て、特別部会が作成した 21ヵ条からな

る地方議会法草案は、 1791年3月24日、若干の修正を経た後に国会での最終承認の運びと

なった(9九その際に前述の封建的従属シュラフタを地方議会から排除するという決議も復

活した(制。

だがかくして成立した地方議会法の内容は、中央権力への地方議会の従属という点では、

国王派の主張と必ずしも合致していなかった。とりわけ国王派の最大の不満は指示書の問

題にあった。確かに第 14条の記述が示すように、指示書は代議員選出後に作成され、作成

作業は地方のエリート集団(地方議会の議長を中心とする議長岡、および役職保持者や公

共の諸機関に従事する者)で構成される秩序委員会koroporzqdkoweに委ねられている。

その結果地方議会議事の安定と代議員個人の政治的主張の双方が尊重されている点はひと

つの変化であった(94)。しかし指示書による代議員への拘束自体は否定されてはいない。こ

れは地方議会法制定の段階でもなお、国会内では指示書による代議員の拘束維持に肯定的

な見解が強かったことを示すものといえる(制。しかしその後 1791年 3'"'-'4月の国会審議

の過程で新たな展開が見られることになる。

既に 1790年 12月頃から、国王は国会審議と並行して、側近の秘書ピアットーリととも

に『政体案』とは別の憲法草案の起草作業に着手していた(附。 1791年 1月の国王の草案で

は、全国的な問題に関しては例外なく指示書は拘束性を失うことが規定された(97)。加えて

ポトツキやコウォンタイもこの時期になると国王グループの地方議会政策に同調するよう

になった(刷。こうして国王の主導権下で最終的に国会に上程された憲法草案の指示書に関

する記述でも、立法権の源は地方議会や指示書ではなく、国会自体であるという主張が明

確に示された(99)。この草案が意図したのは、マグナートが統括する地方社団が代議員の行

動を拘束するという状況に対して「上からの」棋を打ち込むことであった。

この姿勢は 1791年5月3日憲法の条文にも引き継がれている。ここでは、地方議会法の

尊重が誕われつつも、「立法と国民全体の必要によって選ばれた代議員は普遍的信頼の体現

者であり、全国民の代表者であるJ (第5条)と規定されたのである(1刷。もし仮に地方議会

法と憲法が同等の権能を有する法規であるならば、このような両者の記述の矛盾は根本的

欠陥と指摘されても致し方はないであろう(101)。だが同年5月5日に出された法令では、「憲

法に抵触する従来のあらゆる法規は以後無効とされる」という規定がなされている。その

点を考慮すれば、代議員に対する指示書の拘束力が明確に否定されたと考えるべきであろ

っ。
このような 5月3日憲法は、地方議会に関する論議の中での「第2のクーデタ」といっ

ても過言ではあるまい。だがこの変革はあくまで国王を中心とする改革勢力の代議員の意

識変革の現れに過ぎない。その点を考慮すると、地方議会法のレヴェルにせよ、 5月3日

憲法のレヴェルにせよ、新たな地方議会の位置付けが地方社会の中でどれほど定着しえた
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のだろうかという疑問が残る。

おわりに

結局 1791年の地方議会法および5月3日憲法は、 18世紀初頭以来論じられてきた地方

議会の在り方に対するこつの異なった解決法を提示したといえよう O ではこれらの解決法

は、貴族共和制のパースペクティヴの中でどのように位置付けられるのだろうか。

元来ポーランドの地方議会は二つの機能を果していた。すなわち公共(共和国)の代表

を選出する機能と領域自治機能である。前者は 17世紀後半ごろから、また後者もザクセン

朝時代には機能を停止する O それゆえ 18世紀末の国政改革の課題は、この二つの機能をど

のように回復させるか、さらにはいずれの機能を優先するかという点にあった。

その際に、公共の代表選出機能の回復は改革派全体に共通する主張であったといえる。

それゆえ彼らは地域社会の固有の利害を優先したマグナートの勢力を殺ぐために、ゴ

ウォータの地方議会からの排除にほぼ例外なく賛同したのである。同時に議事の円滑な遂

行の手段として、多数決制導入についても一致して賛成した。

だが留意すべきは、地方議会自体の国政に対する意志表明という観点からは、改革派の

見解は二つの相異なる基盤に立っていたという点である O

まず、 5月3日憲法制定において最終的にイニシアティヴ、を握った国王派の姿勢はどう

であったか。彼らは多数決制導入を通じて、地方議会構成員の自律性を最小限に押しとど

め、究極的には意志能力をもたない集団的、あるいは法人的な「国民」として国家が一元

的に把握することを目指していたと考えられる。とりわけ憲法において指示書の効力が事

実上停止されたことは、近代的な代議制への転換を図る政策の典型的な象徴であったと

えよう。このように国王派の地方議会政策の根本は国民国家形成に地方議会を組み入れ、

地方自治そのものを否定するものであった。この方向性は、折しもほぼ同時期に採択され

たフランスの人権宣言や 1791年憲法と多くの共通項をもっていた(10九その点を考慮する

と、国王派の地方議会政策は、明瞭な形での身分制の撤廃には至らなかったが、基本的に

は西欧型国民国家形成の理念型に沿ったモデルとも形容できょう O

ではコウォンタイらの姿勢はどうか。彼らの理想とする地方議会は、公的代表の選出機

関と領域自治の双方を兼ね備えたものであった。彼らの改革案と国王派案との最大の相違

点、は、仮に地方議会構成員が、公的な自由に基づ、いて一般意志に沿った行動をするのであ

れば、その決定は中央権力に対する集団的抵抗権として尊重されるべきであるという観念

に裏付けられていたことにある。無論ここで言う一般意志とは近代的な個人を中核とする

自由の観念ではなく、身分制社会に固有の社団を単位とする集団的なものに近い(103)。しか

しながらこの観念は、社会契約に基づいた地域共同体が表明する一般意志こそが社会の基

本であるとするルソーの直接民主制理念に共通する特徴をもっていた(104)。その点はルソー

が『ポーランド統治論』において、ポーランドの地方議会の伝統である国政に対する主導

権を肯定的に評価している点からも窺えよう。

このように地方議会改革では、以上のごつの相異なる国民国家形成の方向性が互いに
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導権を競っていたわけである。だが少なくとも地方議会法制定の段階では、明らかに後者

の理念が優位に立っていた。そしてこの立場こそは、ポーランドにおける共和制の伝統に

深く根差したものであった(10九

この立場は地方議会法制定の段階における地方議会の選挙権・被選挙権に関する規定に

も反映している。もちろんこの規定における大原則は、それまでの「血統による政治的権

利の選定」から「血統と財産による選定」という変化であった(1刷。これは 18世紀以降顕著

になった経済発展に伴って身分制の枠組を再編する必要からなされた必然的変化ともいえ

る。しかし同時に注目すべきは、自立した小土地所有者には選挙権が温存されたのに対し

て、封建的従属シュラフタなどの事実kの奉公人の場合には仮に小土地所有者よりも生活

条件が良好な場合でも選挙権が剥奪された点である。このようにマグナートからの独立性

を選挙権付与の判断基準の中心に据えたことは、中流シュラフタ中心の共和制の政治的伝

統を健全な形で復興することを第一に重んじた証と言ってよいであろう。これらの特徴は、

政治思想的観点、からは、ポーランドの共和制理念の反映であるということも可能である。

ヴァリツキは、 16世紀以来の共和制の伝統として、政治的に自律性をもち公的自由を重

んじるシュラフタ公民の成熟をあげ、その反面で所有権や私的利益の追求などの個人的・

経済的自由の観念の定着は共和制理念とは対極に位置するものであると論じている (10九無

論「シュラフタ公民の成熟」が共和制期全般にわたる特徴とは言い難いが、少なくとも一

般的シュラフタの意識の基底をなしていたとは言えるであろう O であるならば、地方議会

法においてそのような観念が強く反映したとしても不思議はない。

だがその後の 5月3日憲法における地方議会の扱いは、前述のように共和制的伝統とは

別の方向から規定された(108)。ではそのような変革に対するシュラブタ社会の反応はどう

だったのか。一例として新憲法制定後初めて開催された 1792年2月の大法院判事選出地方

議会における反応がその判断材料となりうる。その際各々の地方議会は、新憲法に対して

半ば定型化された表現で態度表明を行った。つまり「憲法への忠実なる服従」、「憲法の内

容順守の保障J、「憲法制定に対する感謝」、「無回答」の四つのパターンである O 結果とし

て新憲法に対して「無回答」ないしは反対を唱えた地方議会は 102のうち四つに過ぎなかっ

た。しかし新憲法への「服従」を表明したのは全体のおよそ 47パーセントに過ぎず、「感

謝」、「無回答Jの態度表明が27パーセントを占めていた。この「感一謝」という表現が多分

に穏健な形での憲法に対する不満を意味していたことを考えると、当時の地方社会が新憲

法の内容に未だかなりの遼巡を抱いていたことが察知できる(1制。加えて、代議員を指示書

によって拘束しようとする見解が数多く見受けられる点からも、この遼巡が共和制的伝統

からの逸脱への反発に起因するものであったと想定できる。

これらの事実を勘案すると、地方議会法制定で後権を果たそうとした共和制の伝統は、

その後の5月3日憲法において修正を迫られたにもかかわらず、その後のポーランドの政

治文化のあり方に対して一定の影響力を保持し続けたといえるのではあるまいか。例えば

19世紀ポーランドにおける頻繁な民族蜂起やロマン主義思想、の中で見られた共和主義的

伝統の強さ、あるいは戦後の社会主義体制下における反体制運動の基盤の強さもそのひと

つの現れと言つでもあながち論理の飛躍にはなるましh。例えばデーヴィスは、 1980年の「連

帯」運動における工場開ストライキ委員会の全国調整委員会に対する自律性の中に、かつ
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ての地方議会がもっていた集団的抵抗権の現れを見ている(11へそれらの特徴は、西欧的な

リベラリズム重視の個人主義的・近代的自由とは一線を画した、権力に対する集団的・政

治参加的抵抗意識の強さと形容でき.fS(lll)。

無論、もし仮にそのような地方の側からの自治的な伝統の強さが認められるとしても、

それは現代社会における多様な自治の概念に完全に対応しているわけではない。しかし現

代社会の活性化の要件として、地方の側からの住民自治的発想の重視という問題を考える

場合には、ひとつの貴重な先例となるのではあるまいか。また同時に四年国会の支柱であ

る地方議会法が示した結論は、 4年後にポーランド国家自体が滅亡するにもかかわらず、

ポーランド史上における共和制的伝統を体現する重要な証書であるといっても過言ではな

いだろう。
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On the Reforms of Local Assemblies in Poland 

in the Second Half of the Eighteenth Century: 

Concerning the Restriction of the Power of Instructions and 

the Reconsideration of the Voting Rights 

T aichi SHIRAKI 

It is entirely fair to say that in the history of Poland sejmik (local assemblies) played 

a major role both in the central political system and local administrations. This 

artic1e deals with， how Poland tried to bring its political thoughts into harmony with 

the traditions of local assemblies， mainly during the period of so-called“Four Years' 

Sejm (parliament， 1788-1792)，" when Poland was forced to form a mordern nation 

state. 

The history of Polish local assemblies from the middle of the sixteenth century 

to the middle of the eighteenth century fa11s into three categories， i. e. (1) 1573-1650: 

local assemblies effectively delegated deputies to the parliament， (2) 1650-1700: local 

assemblies functioned mainly as an institution of local autonomy， (3) 1700-1750: local 

assemblies were unable to carry out the two functions mentioned above. 

Before the session of the “Four Years' Sりim，"many realistic plans for the 

reforms of local assemblies were issued. These plans can be c1assified into four main 

groups. 

The first is to establish the system of reaching an agreement effectively. The 

second is to legislate the mutual relations between local assemblies and the parliament. 

The third is to reconsider who should have the voting rights to the loca) assemblies. 

Fina11y， the fourth is to make the law of local assemblies follow the whole Constitution. 

These problems were hotly discussed in the “Four Years' Sejm，" especia11y in 

the process of the legislation of the law of local assemblies. Almost a11 of the 

deputies， who belonged to reform factions， agreed on the introduction of majority rule. 

There is no doubt that the majority rule was surely the most effective way of improv-

ing the procedure. With regards to the mutual relations between local assemblies and 

parliament， reform factions wanted to restrict the power of Instructions， which repre-

sentatives of local assemblies carried to the parliament. Although the system of the 

Instructions was not abolished at a11， the possibility that each local assembly would 

bind the parliament remained. And in the matter of the social strata of voters， reform 

factions demanded the change from right blood to right blood plus right property. But 

we should also keep in mind that gentry (szlachta) on land， though lega11y hereditary 

but dependent on magnats' oligarchial private authorities were disenfranchised. 
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As a whole， these decisions， which were legislated in the law of local assemblies， 

clearly show that this law inherited the traditions of typical institutions from “Rzecz-

pospolita，" i.e. nobility's commonwealth. 

Meanwhile， in the contents of the May 3， 1791 Constitution， above-mentioned 

autonomical character from local assemblies was weakened. On the contrary， 

modern representative system was the backborn of the Constitution. We can say that 

this is a remarkable reflection of the intention to form the mordern nation state. 

However， when we look into the modern Polish history as a whole， we can 

conclude that the contents of the law of local assemblies were more deeply based on 

the traditions of “Rzeczpospolita" than those contents of the May 3 Constitution. 
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